
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  機構・人事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 機 構 図

 （令和 5年４月１日現在）

   

 

（注）平成9年4月１日より係制を廃止する。

（注）平成17年4月１日水道局と市下水道部門の組織統合により部長制の新設、次長制の廃止。

人事管理/契約/庶務
水道料金・下水道使用料の調定、徴収/
計量/開閉栓

水源地維持管理/浄水場運転管理/
排水処理施設維持管理

送配水施設の維持管理
水道施設の計画及び建設

下水道施設の計画及び建設
下水道施設の維持管理

浄　水　課

工　務　課

予算決算/経営戦略/
阪神水道企業団に関する事務

給排水申込み/給水装置工事/排水設備工
事/開発協議/受益者負担金

原水、浄水、給水栓水の水質検査

施　設　部

上下水道事業管理者

給排水設備課

下水道課

上下水道局 経営管理部 総　務　課

水質検査室

経営企画課
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２ 事務分掌 令和4年度 

 経営管理部 

 総務課 

 (1) 水道事業及び下水道事業の総合調整に関すること。 

 (2) 管理規程等の制定及び改廃の審査に関すること。 

 (3) 組織管理に関すること。 

 (4) 広報及び広聴に関すること。 

 (5) 公印の新調、改廃及び保管に関すること。 

 (6)  文書の収受、配布、発送、保存及び廃棄に関すること。 

 (7) 職員の任免、分限、賞罰及び服務に関すること。 

 (8) 職員の給与及び勤務条件に関すること。 

 (9)  職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 

 (10) 職員の公務災害補償に関すること。 

 (11) 職員の研修に関すること。 

 (12) 労働組合に関すること。 

 (13) 日本水道協会及び日本下水道協会等に関すること。 

 (14) 兵庫県広域水道事業に関すること。 

(15) 一般競争入札の公告に関すること。 

(16) 指名競争入札参加者の登録に関すること。 

(17) 指名競争入札に係る業者の指名決定に関すること。 

(18) 工事請負、委託及び賃貸借等の契約の締結に関すること。 

(19) 物品の調達、出納及び保管に関すること。 

(20) 寄附の採納に関すること。 

(21) 企業用資産の総括管理に関すること。 

(22) 庁舎の維持管理に関すること。 

(23) 工事の出来高及び完工検査に関すること。 

(24) その他工事検査に関すること。 

(25) 斑状歯に関すること。 

 (26) 開栓及び閉栓並びに使用者変更等の申込みの受付に関す

ること。 

(27) 水道使用量の計量及び用途の認定に関すること。 

(28) 水道使用量の更正に関すること。 

(29) 計量事務受託者の指導及び監督に関すること。 

(30) 水道料金及び下水道使用料の調定に関すること。 

(31) 水道料金及び下水道使用料の収納及び還付充当に関する

こと。  

(32) 水道料金及び下水道使用料の滞納整理に関すること。 

(33) 水道料金及び下水道使用料の不納欠損処分に関すること。 

(34) 水道メーターの取替え及び取付けに関すること。 

(35) 水道メーターの修理及び試験に関すること。 

(36) 水道の不正使用の処理に関すること。 

(37) 専用車両の管理に関すること。 

(38) 課の庶務に関すること。 

(39) 前各号に掲げるもののほか、他課に属しないもの。 

 

経営企画課  

 (1)  水道事業及び下水道事業の基本計画の策定に関すること。 

(2)  阪神水道企業団に関すること。 

(3)  水道事業及び下水道事業に係る資金計画及び財政計画に関

すること。 

(4) 水道事業会計及び下水道事業会計(以下この項において「事

業会計」という。)に係る予算の編成及び執行並びに決算に

関すること。  

 (5)  事業会計に係る出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の

指定に関すること。 

 (6)  事業会計に係る現金、有価証券の保管及び出納事務に関す

ること。 

 (7)  事業会計に係る業務状況の公表に関すること。 

 (8)  事業会計に係る企業債及び一時借入金に関すること。 

 (9)  事業会計に係る財務諸表の作成に関すること。 

 (10) 事業会計に係る経営分析に関すること。 

 (11) 事業会計に係る消費税等の申告に関すること。 

 (12) 第4号から前号に掲げるもののほか、事業会計に係る会計事

務に関すること。 

 (13) 流域下水道事業に係る費用負担に関すること。 

(14) 宝塚市上下水道事業審議会に関すること。 

(15) 課の庶務に関すること。 

 

施設部 

 浄水課 

 (1)  浄水場に関すること。 

 (2)  川下川貯水池及び深谷貯水池の維持管理に関すること。 

  (3)  取水、導水、浄水及び排水処理施設の電気設備及び電気 
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 計装設備の維持管理に関すること。 

 (4) 災害復旧工事に関すること。 

 (5) 所管工事の設計、施行及び管理監督に関すること。 

 (6) 受水に関すること。 

(7) 水質検査室に関すること。 

(8) 水質検査薬品の管理に関すること。 

(9) 専用車両の管理に関すること。 

(10) 課の庶務に関すること。 

 

浄水場  

(11) 取水、導水、浄水及び排水処理施設の維持管理に関する

こと。 

(12) 専用車両の管理に関すること。 

(13) 浄水場の庶務に関すること。 

 

 水質検査室 

(14) 水道の水質検査に関すること。 

(15) 水質検査所の維持管理に関すること。 

(16) 水処理過程の水質検査及び研究に関すること。 

(17) 各種水質連絡会議等に関すること。 

(18) 水安全計画の推進に関すること。 

(19) 専用車両の管理に関すること。 

(20) 水質検査室の庶務に関すること。 

 

 工務課 

 (1)  水道事業の変更に係る企画、調査及び認可申請に関する

こと。 

 (2) 認可変更に係る事業の実施に関すること。 

(3) 送、配水管の敷設に関すること。 

(4) 送、配水管等の応急補修に関すること。 

(5) 送、配水管及び給水装置の維持管理に関すること。 

 (6) 配水池及び加圧所等の維持管理に関すること。 

 (7) 配水管の水圧調整及び配水操作に関すること。 

 (8) 配水管埋設位置の明示に関すること。 

 (9) 消火栓の補修に関すること。 

 (10) 漏水の調査及び防止に関すること。 

 (11) 配水池及び加圧所等の施設の電気設備及び電気計装設 

 備の維持管理に関すること。 

 (12) 占用台帳の整備に関すること。 

 (13) 配水管台帳の整備に関すること。 

(14) 修繕台帳の整備に関すること。 

 (15) 災害復旧工事に関すること。 

(16) 所管工事の設計、施行及び管理監督に関すること。 

(17) 応急給水に関すること。 

 (18) 分水に関すること。 

(19) 専用車両の管理に関すること。 

(20) 課の庶務に関すること。 

 

給排水設備課 

(1) 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込み受付に関す

ること。 

 (2) 給水装置反則工事の取締りに関すること。 

 (3) 給水装置の構造及び材質基準に関すること。 

 (4) 給水装置工事設計台帳の整備に関すること。 

 (5) 集合住宅の各戸徴収の申込みに関すること。 

 (6) 指定給水装置工事事業者に関すること。 

 (7) 開発行為に係る給水に関すること。 

 (8) 開発行為に係る給水の決定に関すること。 

 (9) 消火栓の設置に関すること。 

(10) 所管工事の設計、施行及び管理監督に関すること。 

(11) 配水管並びに公共下水道等の台帳の閲覧に関すること。 

(12) 開発行為及び建築確認に伴う下水道施設の技術審査に関す

ること。 

(13) 下水道法（昭和33年法律第79号）第16条の規定による承認

並びに同法第24条の規定による許可及び完了検査に関する

こと。 

(14) 公共下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収等に関するこ

と。 

(15) 公共下水道事業受益者負担金の不納欠損処分に関するこ 

と。 

(16) 排水設備の設置に関すること。 

 (17) 排水設備指定業者に関すること。 

 (18) 市が直接施工する排水設備改造工事の設計、施工及び管理

監督に関すること。 

 (19) 未水洗化世帯等の水洗化促進に関すること。 

(20) 水洗便所改造資金の助成に関すること。 
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 (21) 水洗便所改造資金貸付金の回収に関すること。 

 (22) 専用車両の管理に関すること。 

 (23) 課の庶務に関すること。 

 

  下水道課 

(1) 公共下水道事業の調査及び計画に関すること。 

 (2) 流域下水道事業計画に関すること。 

 (3) 公共下水道供用開始区域の公告に関すること。 

 (4) 公共下水道工事に係る測量、設計、施工、管理監督及び 

 汚水ます設置に関すること。 

 (5) 公共下水道工事に伴う補償に関すること。 

 (6) 下流都市公共下水道との工事調整に関すること。 

 (7) 私道の権原の調査及び土地使用に関すること。 

 (8) 私道に係る排水管等の設置及び設置に係る資金助成並び

 に選定業者の選定及び指導監督に関すること。 

(9) 公共下水道及び計画区域内の水路の管理に関すること。 

(10) 公共下水道等の境界明示に関すること。 

(11) 公共下水道等の権原の調査及び整理に関すること。 

(12) 公共下水道等の管理協議に関すること。 

 (13) 公共下水道等の占用許可並びに占用料の賦課、徴収及び 

 滞納整理処分に関すること。 

 (14) 公共下水道等の維持修繕工事の測量、設計、施工及び管

理監督に関すること。 

 (15) 公共下水道等の災害復旧工事に関すること。 

(16) 公共下水道等の台帳の整備に関すること。 

(17) 直営作業に関すること。 

(18) 公共下水道の水質及び水量の管理に関すること。 

(19) 特定施設の設置等の届出に係る受理、指導及び命令等に

関すること。 

(20) 除害施設の設置に関すること。 

(21) 専用車両の管理に関すること。 

(22) 課の庶務に関すること。 
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３ 職員の状況
(1) 職員配置状況

区分

年齢

部
 
長

課
 
長

参
 
与

係
 
長

一
般
職

会

計

年

度

任

用

職

員

（

月

額

）

小
 
計

局
 
長

部
 
長

課
 
長

参
 
与

係
 
長

一
般
職

会

計

年

度

任

用

職

員

（

月

額

）

小
 
計

技
能
職

会

計

年

度

任

用

職

員

（

月

額

）

小
 
計

男 女

上下水道局 1 1 1 1 1 1 3 0 5 5

1 1 1 1 1 2 0 4 4

総務課 1 4 3 1 9 0 0 9 5 4

1 3 3 1 8 0 0 8 4 4

経営企画課 1 1 1 3 0 0 3 2 1

1 1 1 3 0 0 3 2 1

浄水課 1 1 1 4 4 9 17 17 27 27

0 1 4 4 9 17 17 26 26

水質検査室 0 1 2 2 5 1 1 6 5 1

1 1 1 1 2 4 1 1 6 5 1

工務課 0 1 7 10 18 8 8 26 26

0 1 7 10 18 8 8 26 26

給排水設備課 0 2 4 6 4 4 10 9 1

0 2 4 6 4 4 10 9 1

1 1 2 0 6 4 1 14 1 1 3 0 15 21 0 41 30 0 30 86 79 7

1 1 2 0 5 4 1 13 1 1 3 0 14 20 0 39 30 0 30 83 76 7

注1) 宝塚市職員定数条例に規定する上下水道事業関係職員定数　140人

注2) 令和5年4月1日現在、定数管理対象職員（水道事業） 83人

(2) 年齢別職員構成

 
区分

年齢

20歳未満

20歳以上～25歳未満

25歳以上～30歳未満

30歳以上～35歳未満

35歳以上～40歳未満

40歳以上～45歳未満

45歳以上～50歳未満

50歳以上～55歳未満

55歳以上

 令和 5年4月1日 44.0歳 47.4歳

 令和 4年4月1日 45.7歳 47.0歳

 令和 3年4月1日 46.1歳 46.6歳

 令和 2年4月1日

 平成31年4月1日

 平成30年4月1日

 平成29年4月1日

 平成28年4月1日

 平成27年4月1日

 平成26年4月1日

 平成25年4月1日

 平成24年4月1日

 平成23年4月1日

 平成22年4月1日

 平成21年4月1日

 平成20年4月1日

 平成19年4月1日

注) 上下水道事業管理者は除く。

42.7歳 52.2歳

51.2歳

51.7歳

52.9歳

52.6歳

50.9歳

51.1歳

50.9歳

50.0歳

49.8歳 47.4歳

48.1歳

46.9歳

47.7歳

48.3歳

51.3歳

51.7歳

51.7歳

51.3歳

51.2歳

50.3歳

49.5歳

49.3歳

48.0歳

48.5歳

48.0歳53.0歳

53.1歳

46.5歳

45.8歳

44.3歳

42.6歳

技能職

52.6歳

54.5歳

54.4歳

53.9歳

52.1歳

50.4歳

49.7歳

48.3歳

41.5歳

47.8歳

47.1歳

47.9歳

48.8歳

48.7歳

50.3歳

46.5歳

45.0歳

47.0歳

50.6歳

50.1歳

50.8歳

47.1歳

47.3歳

45.7歳

45.4歳

100.0%

13 100.0 39 100.0 30 100.0 82 100.0%

23 28.1%

 合　　　　　計
14 100.0 41 100.0 30 100.0 85

3 23.0 8 20.5 12 40.0

26 31.7%

4 28.7 7 17.1 9 30.0 20 24.5%

2 15.4 8 20.5 16 53.3

6 7.3%

3 21.4 8 19.6 15 50.0 26 30.6%

1 7.7 3 7.8 2 6.7

8 9.8%

1 7.1 5 12.2 6 20.0 12 14.1%

3 23.1 5 12.8 0 0.0

6 7.3%

3 21.4 5 12.2 0 0.0 8 9.4%

1 7.7 5 12.8 0 0.0

7 8.5%

0 0.0 3 7.3 0 0.0 3 3.5%

2 15.4 5 12.8 0 0.0

6 7.3%

2 14.3 6 14.6 0 0.0 8 9.4%

1 7.7 5 12.8 0 0.0

0 0.0%

1 7.1 6 14.6 0 0.0 7 8.2%

0 0.0 0 0.0 0 0.0

0.0%

0 0.0 1 2.4 0 0.0 1 1.2%

0 0.0%

構成比

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

上段：令和 4年4月1日現在
下段：令和 5年4月1日現在

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数

上段：令和 4年4月1日現在
下段：令和 5年4月1日現在

構成比

合
 
計

性　別

職員数

技術職 技能職 合　計事務職(会計年度任用職員(月額)を含む)

平
均
年
齢
の
推
移

43.6歳 53.8歳

管
 
理
 
者

事務職 技術職

43.3歳 52.8歳

合　　　　　計
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